
診療報酬改定における

栄養管理体制の取り組み（PART1）

～病院・施設から在宅・地域へつなぐ～

申込方法 ①研修会申込書でファックス又は郵送する。
②URL又はQR コードより送信する。

令和６年度
第１回 医療事業部 研修会

主催：公益社団法人埼玉県栄養士会

お問い合わせ 公益社団法人埼玉県栄養士会
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-10-4
TEL 048-866-7925 FAX 048-866-7926
e-mail：s-eiyou@fancy.ocn.ne.jp

期 日 令和6年  7月13日（土）13：00～16：30

会 場 埼玉県栄養士会研修室及びZOOMよるWeb開催のハイブリット
費 用 2,000円（会員1,000円）
振込先 口座名義『公益社団法人埼玉県栄養士会』

  ①ゆうちょ銀行〇一九店当座73219   または／②郵便振替口座 00170-1-73219

医療のDXに栄養が乗り遅れないためにも・・・
今回の診療報酬改定では【栄養管理体制の基準の明確化】として栄養状態の評価

方法【GLIM基準】があげられ、また、医療と介護における栄養情報連携の推進が見
直された。昨年度研修会より実施している「栄養情報のデータ化」と「電子カルテ
の標準化」に対応すべく【PES報告】の活用も引き続き重要となっている。今年度の
研修では、栄養管理体制について、共有した認識を持ち、栄養士同士の連携につな
がる研修を行っていく。最後に業務についての情報交換をしましょう！

内容
13：00～ 栄養管理計画 入院～情報連携まで 前川副会長
13：30～ 「実際にやってみた！」 関口常任理事

栄養管理計画書・GLIM基準・栄養情報連携料

14：00～ 栄養ケア・マネジメント（PESの活用） 前川副会長
14：30～ 「実際にやってみよう！」

栄養ケア症例を使ったＰＥＳの記載

15：30～ 情報交換

https://forms.gle/pwSJLAs7ZaDjtb25A

https://forms.gle/pwSJLAs7ZaDjtb25A
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